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別記５

建物移転料算定要領

第一章 総則

（適用範囲）

第１条 この要領は、仕様書第６８条、第７７条及び第８６条に規程する建物の調査算定

要領である。

（建物の区分）

第２条 調査算定に当たり、建物の区分は仕様書第９条第２号の定めるところによるもの

とする。

第二章 調査及び積算

（木造建物の調査及び積算）

第３条 木造建物の調査及び推定再建築費の積算は、軸組工法により建築されている木造

建物にあっては別記６－１－１木造建物調査積算要領〔軸組工法〕（以下「木造建物要

領〔軸組工法〕」という。）、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建築

されている木造建物にあっては別記６－１－２木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー

工法又は木質系プレハブ工法〕（以下「木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系

プレハブ工法〕」という。）により行うものとする。

２ 前項に定める工法以外の工法により建築されている木造建物の調査及び推定再建築費

の積算は、建物の主要な構造部の形状・材種、間取り等から判断して、木造建物要領〔軸

組工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれか

により行うものとする。

（非木造建物の調査及び積算）

第４条 非木造建物の調査及び推定再建築費の積算は、別記６－２非木造建物調査積算要

領（以下「非木造建物要領」という。）により行うものとする。

第三章 算定

（移転料の構成）

第５条 基準細則第１５第１項（６）各号の移転工法ごとの移転料の構成は次のとおりと

する。
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＜再築工法の構成＞

＜曳家工法の構成＞

＜改造工法の構成＞

　廃材処分費

　直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

  補修工事費 　諸経費

曳家工法 　曳家工事費 　純工事費

改造工法 　切取工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　切　 取 　面

　補修工事費
　諸経費

　廃材処分費

　残存部の一部
　改増築工事費

　純工事費 　直接工事費

　諸経費 　共通仮設費

　△発生材価額
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＜復元工法の構成＞

＜除却工法の構成＞

復元工法 　解体工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費

　廃材処分費

　運　搬　費 　純工事費 　直接工事費

　諸経費 　共通仮設費

　復元工事費

　△発生材価額

除却工法 　切取部分の現在価額（切取部分の推定再建築費×現価率）

建物の一部を
切り取る場合

　切取部分の
　推定再建築費

　再築工法に準じる

　切取工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費
　切　 取 　面

　補修工事費 　廃材処分費

　△発生材価額

除却工法 　建物の現在価額（推定再建築費×現価率）

建物を再現する

必要がないと認め
られる場合

推定再建築費 　再築工法に準じる

　取りこわし工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費

　廃材処分費

　△発生材価額
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（移転料の算定）

第６条 基準細則第１５第１項（６）第１号及び第３号から第５号の建物の移転料は移転

工法ごとに建物移転料算定表（様式集様式第３２号から３６号）を用いて算定した額と

し、基準細則第１５第１項（６）第２号の建物の移転料は別記６－３曳家移転料算定要

領により算定した額とする。

なお、基準細則第１５第１項（６）第１号ただし書きの算定については、次の各号に

よるものとする。

一 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を上回る場合は次に掲げる式によ

り算定した額とする。

従前建物の現在価額＋運用益損失額＋(照応建物の推定建築費

－従前建物の推定再建築費)＋取りこわし工事費－発生材価額

二 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ照応建物の推定建

築費が従前建物の現在価額を上回る場合は次に掲げる式により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋(照応建物の推定建築費－従前建物の現在価額)

×運用益損失額率＋取りこわし工事費－発生材価額

三 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ現在価額を下回る

場合は次に掲げる式により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋取りこわし工事費－発生材価額

２ 基準細則第１５第１項（６）第５号ロの算定において、当該建物が本来の用途に供す

ることができないと判断した場合は、その現在価額がないものとみなして算定すること

ができるものとする。

３ 取りこわし工事費、解体工事費、切取工事費及び切取面補修工事費（以下「取りこわ

し工事費等」という。）は、次に掲げる式により算定した額とする。

取りこわし工事費等＝解体純工事費＋廃材運搬費＋諸経費＋廃材処分費

一 解体純工事費

解体純工事費は、次に掲げる式により算出した額とする。

解体純工事費＝解体直接工事費＋共通仮設費

(一) 解体直接工事費

解体直接工事費は解体撤去に要する費用（廃材運搬費及び廃材処分費を除く。）

とし、木造建物にあっては様式集様式第２４号を用いて、非木造建物にあっては

非木造建物要領別添３工事内訳明細書式を用いて算出する。

(二) 共通仮設費

ア 共通仮設費の内容は、軸組工法により建築されている木造建物にあっては木

造建物要領〔軸組工法〕第２３条第２項第１号、ツーバイフォー工法又は木質

系プレハブ工法により建築されている木造建物にあっては木造建物要領〔ツー

バイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕第２３条第２項第１号のとおりとし、

非木造建物にあっては非木造建物要領別添３の６①のとおりとする。

イ 共通仮設費は、軸組工法により建築されている木造建物にあっては木造建物

要領〔軸組工法〕別添２木造建物数量積算基準第１４、ツーバイフォー工法又

は木質系プレハブ工法により建築されている木造建物にあっては木造建物要領
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〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕別添２木造建物数量積算基準

第１４に定める共通仮設費率、非木造建物にあっては非木造建物要領別添４に

定めるⅠ共通仮設費率表に基づき、次の式により算定するものとする。ただし、

第２条の建物区分のうち、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物

並びに非木造建物〔Ⅱ〕については、これを適用しないものとする。

共通仮設費＝解体直接工事費×共通仮設費率

共通仮設費率は解体直接工事費の合計額に対応した率を適用するものと

する。ただし、移転先を残地と認定した建物については、建築工事の共通

仮設を解体工事でも共用できるため、共通仮設費は計上しないものとする。

二 廃材運搬費

廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。

三 諸経費

(一) 諸経費の内容は、軸組工法により建築されている木造建物にあっては木造建物

要領〔軸組工法〕第２３条第２項第２号及び第３号、ツーバイフォー工法又は木

質系プレハブ工法により建築されている木造建物にあっては木造建物要領〔ツー

バイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕第２３条第２項第２号及び第３号のと

おりとし、非木造建物にあっては非木造建物要領別添３の６②のとおりとする。

(二) 諸経費は、軸組工法により建築されている木造建物にあっては木造建物要領〔軸

組工法〕別添２木造建物数量積算基準第１５、ツーバイフォー工法又は木質系プ

レハブ工法により建築されている木造建物にあっては木造建物要領〔ツーバイフ

ォー工法又は木質系プレハブ工法〕別添２木造建物積算基準１５に定める諸経費

率表、非木造建物にあっては非木造建物要領別添３の６②に定める諸経費率表に

基づき、次の式により算定するものとする。ただし、第２条の建物区分のうち、

木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅱ〕につ

いては、これを適用しないものとする。

諸経費＝（解体純工事費＋廃材運搬費）×諸経費率

諸経費率は、一発注（建築及び解体）を単位として算定された純工事費と

廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非木造

建物については一発注として算定するものとする。

四 廃材処分費

解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。

４ 前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、当該各

号によるほか、別記８石綿調査算定要領により算定を行うものとする。

５ 発生材価額は、解体撤去により発生する市場価値のある発生材について、種別、等級

等に区分し、必要に応じ計上するものとする。
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（移転料の端数処理）

第７条 建物の移転料の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場

合を除き、１円未満切り捨てとする。

一 補償単価及び資材単価等は、次による。

イ １００円未満のとき １円未満切り捨て

ロ １００円以上１０，０００円未満のとき １０円未満切り捨て

ハ １０，０００円以上のとき １００円未満切り捨て

二 共通仮設費及び諸経費にあっては、１００円未満を切り捨てた金額を計上する。

この場合において、その額が１００円未満のときは、１円未満切り捨てとする。


